
 

 

 

 

 

当院は、厚生労働省が指定するＤＰＣ対象病院に認定されました。 

この為、一般病棟に平成 28年 4月 1日以降入院された方の医療費は、「ＤＰＣ/ＰＤＰＳ

(診断群分類別包括支払制度）」に基づいた「包括支払方式」での計算に変わります。 

 

この制度は、平成 15年度から高度急性期病院等一部病院に導入されており、現在では急性期医療

を担う病院を対象とした、診療報酬の支払い制度です。 

従来の診療行為ごとの点数を基に計算する「出来高方式」とは異なり、入院中に治療した中で最も

医療資源を投入した病名とその診療内容に応じて厚生労働省が定めた 1 日当たりの定額からなる

「包括評価部分」と、「出来高評価部分」を合わせて計算する方法です。投薬、検査、レントゲンなど

多くの診療内容が包括評価とされ、手術やリハビリなどが出来高評価となります。 

◆ 健康保険などの一部負担金の割合は今までと変わりません。 

◆ 病名や診療内容、経過によっては、従来どおりの「出来高払い方式」になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点やご質問等ございましたら中央受付へお問い合わせください。 

  

 

全ての医療費を合計します 
包括評価と出来高評価の 

医療費を合計します 



 

Ａ 平成 28 年 4 月 1 日以降に、新規に入院された患者さまが対象となります。それ以前から入院さ

れている場合については、従来どおりの出来高での計算方法となります。 

入院中に治療した中で最もＡ 従来は、個々の医療費を全て合計する方法でしたが、これからは、

医療資源を投入した 1 つの病名とその診療内容に応じて厚生労働省が定めた 1 日当たりの定額か

らなる「包括評価部分」と、「出来高評価部分」を合わせて計算する方法になります。 

また、この「包括評価部分」の医療費は、入院期間（日数）に応じて段階的に変わる仕組みになって

います。 

Ａ 診断群分類によっては、従来の出来高算定よりも、高くなる場合も安くなる場合もあります。 

ＤＰＣでは、「病名」「診療内容」「入院日数」によって医療費が変わります。以前と同じ病名で入院し

ても、以前の医療費と単純には比較できない場合があります。 

なお、健康保険などの一部負担金の割合や高額医療の取扱いは今までと変わりありません。 

Ａ 基本的には、全て対象となります。 

次に該当する場合はＤＰＣ対象外となり、これまでどおりの出来高での計算で請求させて頂きます。 

1）労災、公災保険で入院された場合 

2）交通事故など自由診療で入院された場合 

3）入院後 24時間以内に死亡、及び生後 7日以内に死亡された場合 

4）自費診療で入院された場合 

5）治験対象で入院された場合 

6）一般病棟以外の病棟に入院された場合 

Ａ 入院費のお支払は今までどおりとなります。 

しかし、請求に関して、平成 28 年 4 月 1 日以降は、定期請求の回数が月 2 回から月 1 回に変更と

なります。この為患者さまへの請求は、定期請求時（月末締翌月 10日頃請求）と退院時となります。 

なお、1回の入院につき診断群分類を 1つ選択する為、入院後の症状の経過や診療内容によって、

入院中に診断群分類が変更になった場合、入院日まで遡ってその診断群分類が適用されます。 

この為、月をまたいで入院した場合、退院時に入院初日からの請求額を計算し直して過不足の調整

をさせていただくことがあります。 

Ａ 個室料や食事料、文書料の取扱いは従来と変わりません。 

 

 

ご不明な点やご質問等ございましたら中央受付へお問い合わせください。 

 


